
2 2 3 3 3 5 5 5 6 7 7 7 8 8 10 10 11 13 13 14 14

１級 △ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

２級 △ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

３級 △ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

４級 ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○

５級 ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○

６級 ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○

２級 △ ○ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

３級 △ ○ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

４級 ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○

５級 ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○

６級 ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○

３級 △ ○ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

４級 △ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○

１級 △ ○ ○ ○ △ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

２級 △ ○ ○ ○ △ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

３級 △ ○ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

４級 △ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○

５級 ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○

６級 ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○

１級 △ ○ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

２級 △ ○ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○

３級 △ ○ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

４級 ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○

△ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

△ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

△ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

△ △ △ ○ ○ ○ 〇 ○

△ ○ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○

△ ○ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○

○ △ △ △ △ ○ 〇 〇

× ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × ○ ○ × × × × × × ×

△ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × × × × × × × × × × × ×
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所得制限：有○、無×
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 障がい程度
 別該当事業
 一覧(主なもの)

　○：利用可能
　△：一部該当

　詳しくは該当ページを
ご覧ください。

医療費の助成 日常生活の改善 社会活動の参加促進
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と
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14 14 14 14 23 23 23 24 24 28 28 29 29 30 30 30 31 31 31 32 32 33 33

○ ○ △ △ △ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ △ △ １級

○ ○ △ △ △ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ △ △ △ ２級

○ ○ △ △ △ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ ３級

○ △ △ △ △ △ ○ △ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ ４級

○ △ △ △ △ ○ △ ○ ○ ○ △ △ ５級

○ △ △ △ △ ○ △ ○ ○ ○ △ ６級

○ ○ △ △ ○ △ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ △ △ △ ２級

○ ○ △ △ ○ △ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ ３級

○ △ △ ○ △ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ ４級

○ △ △ ○ △ △ ○ △ ○ ○ ○ △ △ ５級

○ △ △ ○ △ △ ○ △ ○ ○ ○ △ △ ６級

○ △ △ △ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ △ △ ３級

○ △ △ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ ４級

○ △ △ △ △ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ ○ △ △ △ △ １級

○ △ △ △ △ △ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ △ △ ○ △ △ △ △ △ ２級

○ △ △ △ △ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ △ △ ３級

○ △ △ △ ○ △ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ ４級

○ △ △ △ ○ △ ○ ○ ○ △ △ ５級

○ △ △ △ ○ △ ○ ○ ○ △ △ ６級

○ ○ △ △ △ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ △ △ △ △ △ １級

○ ○ △ △ △ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ △ △ △ △ ２級

○ ○ △ △ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ ３級

○ △ △ △ △ ○ △ ○ ○ ○ △ △ ４級

○ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ △ △ △ △

○ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ △ △ △

△ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ △ △

△ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △

△ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ △

△ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ △ △ △

△ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △

× × × × × ○ ○ ○ ○ × × × × × × × × ○ × × × × ×

× × ○ × × × × × × × ○ × × ○ ○ ○ ○ × ○ × × × ○
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転
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転
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通行料金
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３　級

自己負担：有○、無×

所得制限：有○、無×

中　度　Ｂ

軽　度　Ｃ

精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳

１　級

２　級

肢体不自由
（上肢・下
肢・体幹）

内部障害

療
育
手
帳

最重度　Ⓐ

重　度　Ａ

ページ

身
体
障
害
者
手
帳

視覚障害

聴覚・平衡
機能障害

音声・言語
機能障害

診
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料
助
成

特
別
児
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養
手
当

特
別
障
害
者
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障
害
児
福
祉
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当

在
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害
者
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心
身
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者
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共
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扶
養
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当

経済的援助

 障がい程度
 別該当事業
 一覧(主なもの)

　○：利用可能
　△：一部該当

　詳しくは該当ページを
ご覧ください。

地域生活支援事業
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日
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害
給
付
金


